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マンションの建て替え 区分所有法改正や容積率アップが必要 

朝日新聞 2010 年 11 月 12 日 

全国に立てられているマンションは５４５万戸、１０万棟と推計されている。大都市圏では高

級マンションの建設ブームである。住宅の１割近くがマンションといわれている。このマンショ

ンに大きな問題が出ている。３０年以上経った老朽化マンションが１００万戸に上り、地震など

の災害に弱い状態になっている。そのうえ。その地域の景観を損なうケースも出ている。個

人の住宅なら建て替える事はそんなに難しい事ではないが、たくさんの人が住んでいるマン

ションの建て替えは簡単ではない。  

 建て替えるには住んでいる人達の５分の４の賛成がなければならない。これは区分所有法

で決められている。隣の人がどんな人かも知らないで生活しているのに、５分の４の賛成を

集めるのは大変な事である。国土交通省の調査では修繕では足りず、立て替えが必要と感

じている区分所有者は５．５％しかいない。築４０年以上のマンションは１５．２％と増えている。

立て替えに消極的な理由は住んでいる人の合意形成が難しいという事が一番多い。高齢者

がいたり、所得の少ない人がいたりで、このままで良いという人が多い。資金調達が難しいと

いう理由もある。  

 こうした中、０９年１０月現在で１３８棟が立て替え工事を行った。全体の１０万棟からすると

１％にもならない。この立て替えについて調べた山崎福寿・上智大教授は「これらのマンショ

ンで共通しているのは、資金負担がないということです。建て替える時に容積率を引き上げ

るなどして、今までより戸数を増やして、それで資金負担が無いようにしています」と話してい

る。現在、昔の耐震基準のマンションが１００万戸、２万棟ある。こうしたマンションは早急に

立て替えが必要だ。そのための対策として山崎教授は区分所有法を改正して、せめて韓国

のように４分の３にしてはどうか、と提案している。米国では州によって立て替えを前提としな

い解消決議も出来る。さらにマンションの住人の資金負担を軽くするために容積率のアップも

必要だ、とも言う。しかし、一方では老朽マンション所有者のために優遇するのはおかしい、

という反対もある。  

 立て替えが難しいことから大規模な修繕工事をして安全な住まいにする、という考えも出て

いる。こうした人達のために施行業者が集まって「マンション計画修繕施工協会」（会長・坂倉

徹サカクラ社長、会員１３７社）が０８年１２月に作られた。この協会では立て替えはできない

代わりに、大規模な修繕をするための相談などに乗っている。修繕をするときにゼネコンなど

の業者が工事途中で倒産したりする場合もあり、事前に保険をつける仕事も始めている。国

土交通省が認可した「大規模修繕工事瑕疵（かし）保険」である。それまでの一般住宅やビ

ルなどに加え、マンションの大規模修繕にも適用される事になった。 
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